
 

 

 

 

  病児保育 

 病気の治療中であることから集団保育が困難でも、症状が安定していて 

入院治療の必要性がなく、医師が病児保育室の利用が適当だと判断した場 

合に保育します。 

  病後児保育 
   病気の回復期であって集団保育が困難でも、症状が軽度であり、医師が

病後児保育室の利用が適当だと判断した場合に保育します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用対象児童（保護者の就労など要件が必要です！） 

☆区内在住で認可保育園、家庭福祉員（保育ママ）、認定こども園、小規模

保育事業所、認証保育所、幼稚園、認可外保育施設に通っている児童。 

☆区外在住で区内の認可保育園、認定こども園に通っている児童 

利用の流れ（保育園併設の病児・病後児保育室の例） 
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